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令和７年 第１９回渋谷区教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会日時   令和７年１０月２日（木）午前１０時００分 

２ 閉会日時   令和７年１０月２日（木）午前１０時５２分 

３ 場  所   渋谷区役所４階教育委員会室 

４ 出 席 者 

 (委 員) 

教育長 伊藤 林太郎      委 員 平岩 国泰 

委 員 大日方 邦子      委 員 加藤 良太朗 

委 員 田丸 尚稔       委 員 松本 理寿輝    

 

 (事務局職員) 

教育委員会事務局次長                 篠原 保男 

教育政策課長                     齋藤 貢司 

  未来の学校担当課長                  堀江 崇 

  未来の学校担当課長                  岡部 尚徒 

  学務課長                       横手 麻理 

  教育指導課長                     安部 忍 

  教育センター所長                   間嶋 健 

  地域学校支援課長                   山上 ますみ 

 (書 記)   島田 直子   福德 友理香 

５ 会議の概要   別紙のとおり 
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協議 

（１）渋谷区教育の情報化推進計画について（教育政策課長） 

[資料１：渋谷区教育の情報化推進計画] 

 

報告 

（１）旅館業法に基づく旅館業営業許可申請について（教育政策課長） 

[資料２：旅館業法に基づく旅館業営業許可申請について] 

 

（２）渋谷区立学校建て替えロードマップ改定検討委員会について（未来の学校

担当課長） 

[資料３：渋谷区立学校建て替えロードマップ改定検討委員会について] 
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議事運営等 

○ 令和７年第１９回教育委員会定例会を開会 

○ 議事録署名に松本委員を指名 

 

■ 教育長報告要旨 

○まず、各校にて秋の運動会が始まっており、９月２７日には広尾幼稚園・広尾

中学校の運動会が実施された。広尾中学校は青山キャンパスに移転してから初

めての運動会であり、スペースの制約がある中で工夫が見られ、特に生徒会競

技が盛り上がっている印象を受けた。次に、９月２５日に原宿外苑中学校建て

替え準備委員会、２６日に鉢山中学校建て替え準備委員会が行われた。いずれ

も同会では基本計画について説明をする最終回であり、今後は、地域住民や学

校関係者に基本計画を説明する段階に入っていく。最後に、９月１７日から令

和７年第３回区議会定例会が開催されている。本会議において、私には１０人

の議員から２２件の質問があり、青山キャンパス開校や学校での朝の預かりに

関するものであった。 

 

◆協議１ 

渋谷区教育の情報化推進計画について 

--◇説明要旨 ---------------------------------------------------------- 

（※別紙資料１に基づき教育政策課長が説明） 

○「渋谷区教育の情報化推進計画」について説明する。本計画は、学校教育の

情報化の推進に関する法律第９条に、国及び都道府県の計画を基本として、市

町村において学校教育の情報化の推進に関する施策について計画を定めるよ

う努めなければならないと規定されていることから、策定したものであり、前

計画が令和７年８月までの期間であったことから、今回全面改定するものであ

る。第１章において総論として策定背景、位置付け、現状と課題、目指す姿を

記述し、第２章において基本的な方針と施策の方向性として５点を記載する。

まず、第１章総論、（１）策定の背景である。現代社会の急速なデジタル化と

技術革新により、学校教育も大きな転換期を迎えている。こうした社会背景を

踏まえ、区は教育大綱を改訂し、子供一人一人の違いや個性を尊重し、それを

学びの力に変える教育を目指している。本計画では、ＩＣＴを教育の質向上の

エンジンと位置付け、目指す教育の姿の実現を図るものである。今後５年間で

校務の効率化と、データに基づく学校運営・授業改善（ＥＢＰＭ）を支えるＡ

Ｉ活用を推進し、教員のＡＩリテラシーの計画的育成を進める。併せて、ＩＣ

Ｔを取り巻く環境や研究成果を踏まえた子供たちへの段階的展開を図る。次に、

（２）計画の位置付け、期間、対象である。本計画は令和７年から同１２年ま

での５年間を対象とし、区立小中学校と教育委員会の関連施策全般をカバーす
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る。法律の趣旨に基づき、ＩＣＴを活用した教育の質向上と機会均等化を目指

す重要な計画である。３年経過後に見直しを予定している。次に、（３）現状

と課題である。渋谷区は平成２９年から先進的に児童・生徒一人一人に端末を

配備し、ＧＩＧＡスクール構想によりＩＣＴ環境を充実させてきた。授業での

端末活用時間は大幅に増加し、校務や保護者連絡のデジタル化も進展している。

一方で、教職員のＩＣＴ活用指導力の底上げや新たな学びの創出などの課題が

ある。学校・教育委員会・地域が連携し、ＩＣＴを学びの力として最大限活用

することが必要である。次に、（４）目指す姿である。渋谷区は教育の情報化

を通じて、児童・生徒の多様な可能性を引き出す６つのビジョンを掲げている。

これらのビジョンは、ＩＣＴを活用した質の高い学びの実現や教職員の支援体

制強化など、未来の学校づくりにつながるものである。８ページ以降は、第２

章として、渋谷区の教育情報化推進における基本的な方針と施策の方向性を示

し、計画の具体的な実行に向けた枠組みを整えている。渋谷区は６つのビジョ

ンを実現するため、５つの基本方針を設定し、それぞれに具体的な指標を設け

ている。児童・生徒のＩＣＴ活用能力向上、教職員の指導力強化、ＩＣＴ環境

の充実、校務ＤＸの推進、ＡＩ・先端技術の活用深化を柱に、学び方・教え方・

働き方のデジタルトランスフォーメーションを推進する。指標については主に、

現在年２回実施している「児童・生徒アンケート」や「教員アンケート」の設

問を活用している。１０ページ以降は個別の方針について、「基本的な方針」

と「施策の方向性」を記載する。まず、「ＩＣＴを活用した児童・生徒の資質・

能力の育成」である。児童・生徒の主体的・協働的な学びをＩＣＴで支え、個

別最適な学習や探究的な活動を促進する。ＡＩドリルによる習熟度に応じた学

習支援や、オンライン交流による多様な価値観の学び、デジタルツールを活用

して対話を深めるなど、多角的な施策で子供たちの可能性を最大限に伸ばすこ

ととする。次に、「教職員のＩＣＴ活用指導力向上と人材の確保」である。教

職員全員のＩＣＴスキル向上を目指し、段階的な研修体系を整備する。ＩＣＴ

支援員の配置やＡＩ活用による授業支援、外部専門家との連携も強化する。校

務ＤＸによる働き方改革や継続的な学びの環境整備により、教職員が安心して

ＩＣＴを活用できる体制を構築する。次に、「ＩＣＴ環境の整備・充実」であ

る。安心で快適なＩＣＴ環境の整備・更新を計画的に行い、クラウド基盤の安

定運用や端末・ネットワークの最新化を進める。セキュリティ強化や教職員・

児童・生徒の情報リテラシー向上も重視し、学校主体でＩＣＴ活用を推進でき

る環境を整える。次に、「校務ＤＸの推進と推進体制の強化」である。教員が

児童・生徒と向き合う時間を増やすため、校務のデジタル化・効率化を推進す

る。ペーパーレス化やクラウド化、教育データのＥＢＰＭ活用を進め、文書管

理や手続を効率化する。コミュニケーションのデジタル化や教育ＩＣＴ基盤推

進委員会の設置により、組織的・持続的な推進体制を強化する。次に、「ＡＩ・
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先端技術の活用深化」である。ＡＩやＥｄＴｅｃｈなど先端技術を安全に導入

し、校務効率化と学びの深化を図る。児童・生徒のＡＩ活用は段階的に進め、

教職員のＡＩリテラシー向上やガイドライン整備を通じて、安全かつ倫理的な

利用を徹底する。創造的な学びを支えるツールの導入も積極的に推進する。最

後に「ＩＣＴを活用するための環境の整備」である。２０２５年度から２０３

０年度までの５年間のタイムラインでは、教育ＩＣＴ基盤の全面更新やＡＩ活

用の拡大、校務ＤＸの本格展開など、段階的かつ計画的な取組を示している。

中間評価や次期計画策定も含め、持続的な改善を目指す。本案件については、

本日御意見等を頂き、反映した上で、次回の教育委員会において議案として御

審議いただきたいと考える。 

 

--◇質疑応答 ---------------------------------------------------------- 

（加藤委員） 

○ＩＣＴを積極的に使う取組は素晴らしい。単に紙の作業をデジタル化するだけ

でなく、新たな取組の可能性を感じる施策である。また、教職員へのサポート

を行う点も良い。 

 

（教育長） 

○単なる紙の置き換えではなく、発展的に活用することが重要である。 

 

（平岩委員） 

○授業の質を改善するために活用していただきたい。今後変化が大きく予測が難

しい分野であるが、ＡＩなどの利用も積極的に検討を進めると良い。一方で、

紙の良さもあるので、ハイブリッドで活用してほしい。今後、収集したデータ

を分析し、施策を進めてほしい。 

 

（教育長） 

○国の柱建てに加えて、渋谷区ならではの一歩先のチャレンジをしていきたい。 

 

（松本委員） 

○一人一人の視点や多様性を尊重しながら、デジタルの可能性を追求してほしい。

施策の方向性が、より良い形で実現していければと考えている。 

 

（田丸委員） 

○セキュリティを守りながら、新しいアプリケーション導入のバランスをどのよ

うに考えているか。 
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（教育政策課長） 

○ゼロトラスト化により、従前よりセキュリティは強化されている。また、個別

のアプリケーションについては、区の方針を踏まえて、セキュリティを確認し

た上で導入を進めている。 

 

（教育長） 

○アプリケーションについては、いいものがあれば入れたいが、セキュリティを

確認し、安全性が担保された上で導入を進めていく。 

 

（大日方委員） 

○新しいことにチャレンジしていると感じる。一方で、子供たちのデジタル媒体

の使用について、一人一人にきめ細かく対応することを大切にしてほしい。 

 

（加藤委員） 

○互換性のあるデジタル化を全体として進めていくのか、個別的に進めていくの

かについて、方針はあるのか。 

 

（教育政策課長） 

○国の動きを踏まえて全体的なデジタル化を進めつつ、区独自の個別のデジタル

化を進めていく。 

 

（教育長） 

○子供たちの成長データの引継ぎ等、互換性のあるデジタル化を模索していきた

い。 

 

（教育委員会事務局次長） 

○令和７年７月に国が策定した教育ＤＸロードマップを念頭に置き、渋谷区教育

の情報化推進計画を策定した。国の今後の動向を踏まえ対応していく。 

 

（田丸委員） 

○保護者・地域の方が情報にアクセスするのは難しいと思うが、今後どのように

地域連携を進めていくか。 

 

（教育政策課長） 

○現状、保護者との連絡のデジタル化は対応しているが、より地域や企業、大学

等との連携を視点として入れて、推進していきたい。 
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--◇議事結果  ---------------------------------------------------------- 

○協議終了とする。 

 

◆報告１ 

 旅館業法に基づく旅館業営業許可申請について 

--◇説明要旨 ---------------------------------------------------------- 

（※別紙資料２に基づき教育政策課長が説明） 

 ○旅館業法に基づく旅館業営業許可申請について報告する。今回は、同建物内

の４つの部屋の許可申請である。「１ 概要」に関して、申請地及び申請者は

記載のとおりである。営業の種別は「旅館・ホテル営業」、名称は記載のとお

りである。今回の申請においては、申請地が中幡小学校から約４５メートル

の地点に所在しており、旅館業法第３条第４項の規定に該当するため、渋谷

区保健所より意見が求められている。次に「２ 検討」については、３つの

観点から検討結果を記載している。まず、（１）建築物の立地に関する観点で

は、当該建築物の周辺には、同等の高さの建物が建築されていることから、

建物より学校生活を俯瞰できる可能性は低いと判断される。次に（２）通学

路に関する観点では、周囲は通学路に指定されていることから、事業者に対

しては児童の通学上の安全確保等について責任を持って管理するよう、従業

員への周知徹底を確認している。次に（３）事業者への確認としては、清純

な施設環境が害されるおそれがないことを確認するため、書面により当該施

設の営業目的を確認している。また、安全対策についても、開設後に必要に

応じて教育委員会及び中幡小学校と協議の場を設けることを確認している。

以上を踏まえ、「３ 今後の対応」としては、申請者が児童の通学上の安全確

保及び学習環境に配慮して運営するのであれば、清純な施設環境が著しく害

されるおそれはないと考える。その上で、施設開設後も児童の安全確保の観

点から、必要に応じて教育委員会及び中幡小学校と協議の場を設けることを

要望する旨を回答する予定である。 

 

--◇質疑応答 ---------------------------------------------------------- 

○なし 

 

--◇議事結果 ---------------------------------------------------------- 

○了承する。 

 

 

◆報告２ 

渋谷区立学校建て替えロードマップ改定検討委員会について 
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--◇説明要旨 ---------------------------------------------------------- 

（※別紙資料３に基づき未来の学校担当課長が説明） 

○渋谷区立学校建て替えロードマップ改定検討委員会について報告する。「１ 

開催目的」について、本委員会は、昨今の建設市場の動向等を踏まえ、学校建

て替えロードマップの見直しが必要となったことから、技術的な観点だけでな

く、学校運営や児童・生徒、地域への影響等も考慮し、関係者からの意見を聴

取するために開催したものである。次に、「２ 委員」について、学識経験者

２人、区民代表３人、学校代表３人、区関係所管２人で構成されている。次に、

「３ 開催状況」である。第１回目の検討委員会を９月８日に実施した。主な

議題について、教育委員会事務局からの説明要旨と参加した委員の発言要旨を

報告する。「①これまでの経緯について」、現在のロードマップの検討過程につ

いてである。初めに事務局からの説明要旨である。令和３年３月に「長寿命化

計画」を策定し、この計画に基づき、令和４年５月には「整備方針」を策定し

た。この整備方針に学校建て替えロードマップが示されている。学校施設の築

年数や改修履歴を基に建物の健全性評価を作成した。建物寿命も加味した適切

な時期に建て替えを行うことが必要であると考えている。建て替えを行う際に

は、未来の学校として、ゆとりある教室やラーニング・コモンズ等の新たな学

びを支援する学習空間、地域の拠点となる体育館、プール等のスポーツ施設の

機能充実を計画し、建て替え後の学校面積は既存校の１．５倍程度を想定して

いる。小中一貫教育校の設置については、通学面を考慮し、区内３つのブロッ

クに分けて設置する計画である。次に、委員からの発言要旨である。「新しい

学校施設は未来志向の学校像として評価できる。」「ラーニング・コモンズや体

育館面積の拡大、屋内プールの整備、１教室当たりの面積の増加などにより、

従来よりも面積が大きくなることは適当である。」「小中一貫教育校も含めて、

児童や生徒の選択肢が増える意義は大きい。」といった意見があった。次に、

「②現在の建設市況と分析について」の事務局からの説明要旨である。令和３

年度策定のロードマップでは、本区での工事実績や他自治体の事例を参考に、

建て替え工事期間を１校当たり３年と想定した。しかし、昨今の建設市況の変

化や他自治体での入札不調等を踏まえ、工期設定の見直しが必要となった。次

に、委員からの発言要旨である。「当時の１校当たり３年間とする工期設定は、

それまでの実績や他自治体の事例を踏まえると適当であった。ただし、昨今の

建設市況等を踏まえると工事期間を延伸せざるを得ず、今後も市況や社会情勢

の変化に応じた工期の精査を行うことが不可欠である。」との意見があった。

最後に「③工期設定の考え方について」、事務局からの説明要旨である。建て

替え計画の精度を上げるため、昨年度、今後建て替えを行う学校に対し、再検

証を実施した。その結果、現在の建設市況では、１校当たりおおむね５～６年

の工期が必要であることが判明した。主な要因は、建設業の時間外労働規制や、
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建て替え後の学校の面積拡大に伴う体育館や屋内プールの地下配置が必要な

こと、また、自校敷地内での仮設校舎の建設が困難であること等である。この

結果をロードマップに反映すると、全体工期は当初の２０年間から約３０年間

に延伸する見込みとなり、スポーツセンター仮設校舎の利用期間も当初の２倍

程度となることが見込まれ、全体工期の短縮を検討することが必要である。次

に、委員からの発言要旨である。「現在の築年数を考慮すると、全体工期が長

期化することにより、各学校の一層の老朽化が進む。」「建て替えの遅れは、個

別学校の教育環境の質にも影響する。」「仮設校舎を設置するスポーツセンター

は、テニスコートやフットサルなど、一部機能の利用停止期間が更に長期化す

るなど、利用者や地域住民への影響も増加するため、配慮が必要である。」「不

調対策も含め、昨今の建設市況に合わせた計画への修正が必要である。また、

全体工期の短縮を図るためにも、新たな仮設校舎の整備を検討し、複数の学校

建て替えを同時に進めることが妥当である。」「仮設校舎の整備に当たっては、

通学の利便性等も配慮して検討を進めるべきである。」「各学校の工事時期や開

校時期は、児童・生徒や保護者への早期周知をお願いしたい。」との意見があ

った。頂いた意見をもとに、ロードマップの改定を検討していく。今後のスケ

ジュールとしては、第２回委員会を１１月上旬、第３回委員会を１２月下旬に

開催する予定である。 

 

--◇質疑応答 ---------------------------------------------------------- 

（平岩委員） 

○スポーツセンターの仮設校舎利用期間が当初の２倍程度になることが見込ま

れる点について、スポーツセンターの仮設校舎利用が長くなると、区民のスポ

ーツ利用に影響があるため、全体の工期を短縮するという意図と理解してよい

か。 

 

（未来の学校担当課長） 

○そのとおりである。仮設校舎を設置するスポーツセンターは、一部機能の利用

停止期間が更に長期化すると、利用者や地域へ影響してくるため配慮が必要と

なる。公園や既存の学校の一部を利用し、新たな仮設校舎を設置できるか検討

している。 

 

（大日方委員） 

○当初は、建て替えについて１校当たりおおむね３年の工期が必要としていたが、

再検証後おおむね５～６年の工期が必要となっている。今後ロードマップはど

のような見直しになるのか。 
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（未来の学校担当課長） 

○当区で直近にあった本町学園、上原中の工事実績や他自治体の事例を踏まえる

と、当時の工期設定は適当であったと考える。 

ただ、建設市況の変化や労働人口の減少により工期が延伸せざるを得ない状況

である。今後のロードマップの見直しについて、広尾中学校、松濤中学校及び

神南小学校については既に契約済みであるため工期は延伸しない見込みであ

る。ただ、代々木中学校以降の工事予定校より工期が伸びる見込みであるため、

ロードマップを修正する予定である。 

 

（大日方委員） 

○建て替え時期が延伸する予定の学校の老朽化に対する対応はどのように考え

ているか。 

 

（未来の学校担当課長） 

○修繕等の対応に加え、新たな仮設校舎を建設し、同時期に複数校を建設するこ

とにより、ロードマップをできるだけ短くしていくことを検討している。 

 

（松本委員） 

○今後、工期の延伸とともにコストも膨らんでいくと思われる。工期とコストを

考慮し、学校をリノベーションするという案も考えられるのではないか。 

 

（未来の学校担当課長） 

○検討したが、リノベーションをするに当たっても、大きなコストがかかる見込

みである。建物の残寿命を考慮し、対コストで考えると、建て替えのほうが有

効と考える。 

 

--◇議事結果 ---------------------------------------------------------- 

○了承する。 

 

 

議事終了 閉会 

 

 

上記記載の記録について相違ないことを認め、ここに署名する。 
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        教育長 伊 藤 林太郎 

 

 

 

             委 員 松 本 理寿輝 


